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3‐6 放射線量が高い場所を含むエ リアの火災感知器設計について

本資料は、今回、火災区画の中で一部の放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器

の増設を設計するにあたり、放射線量が高い場所における火災感知器の過去の故障実績、

原因調査及び文献調査に基づいた火災感知器の選定、火災感知器設置方法の検討、火災感

知器の設置・保守に係る作業員被ばく及び集回線量の低減の観点、並びに各エ リアの火災

感知器設計の設置許可との整合性及び技術基準規則第 11条 2号への適合性を踏まえ、放

射線量が高い場所を含むエ リアに設置する火災感知器の設計について説明するものであ

る。

3‐ 6‐ 1 放射線量が高い場所を含むエリアの概要

保安規定にて管理区域内の各エリアを線量当量率が低い方から区分 1～ 3の 3段階で

区分 しており、プラン ト運転中において線量当量率が最も高い区分 3のエリアを今回の

設工認では 「放射線量が高い場所を含むエ リア」と設定した。

具体的には、原子炉格納容器ループ室、加圧器室、再生熱交換器室、水フィルタ室、

化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピント脱塩塔バルブ室、燃料移送管室、

体積制御タンク室、使用済樹脂貯蔵タンク室、炉内計装用シンブル配管室及び B‐廃棄物

庫内の ドラム缶貯蔵エ ジアが該当する。

放射線量が高い場所を含むエ リアのイメージ図を第 3‐ 6‐ 1図 に示す。

火災区域

火災区画

第 3‐ 6‐ 1図 放射線量が高い場所を含むエ リアのイメージ図

匪∃
:放射線量が高い場所 (10mGy/hを超える場所 )

Eコ :放射線量が高い場所を含むエリア(部屋 )

匡劉
:放射線量が高い場所のないエリア(部屋)
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3‐ 6‐2 放射線量が高い場所を含むエ リアに設置する火災感知器の場所及び種類について

(1)アナログ式の感知器が故障する放射線量の閾値について

アナログ式の感知器が故障する放射線量の閾値の考え方について、過去の故障

実績、当時の原因調査結果及び文献調査結果に基づき、説明する。

イ.感知器の故障実績

過去に美浜、高浜、大飯の各発電所で原子炉格納容器内のアナログ式でない

熱感知器をアナログ式の熱感知器に交換 した際、第 3‐ 6‐ 1表のとおり、ループ

室内の蒸気発生器付近に設置 した感知器が 1年程度で故障する事象が相次い

で発生 した。 (感知器の自動試験の際に信号不良発生)

第 3‐ 6‐ 1表 アナログ式感知器の過去の故障実績

ユニツト 故障時期 故障個数 故障内容

美浜3号機 平成 10年 1月 3個 感知器無応答

平成 12年 4月 5個 感知器無応答

高浜 1号機 平成 10年 8月 2個 信号線異常

平成 11年 8月 3個 信号線異常

平成 12年 1月 1個 信号線異常

高浜2号機 平成 10年 2月 3個 信号線異常

平成 H年 9月 3個 信号線異常

高浜3号機 平成 12年 1月 1個 感知器無応答

高浜4号機 平成 H年 2月 3個 感知器無応答

大飯 2号機 平成 12年 9月 1個 感知器無応答
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口。当時の原因調査結果

故障した部品はメモリ用の ICチ ンプ (半導体素子)であり、プラン ト運転中

のループ室内蒸気発生器付近の放射線量が 100mGy/h必上と高いことを踏ま

え、感知器の故障は放射線による影響 と考え、調査を実施 した。平成 6年 3月

に東京都立アイツトープ総合研究所で実施 した感知器の耐放射線性能試験は、

第 6‐ 3‐ 2表のとおり吸収線量 105。 12Gyで感知器が故障する結果であつた。

第 3‐ 6‐ 2表 感知器の耐放射線性能試験の概要

試験で使用 した線源である Co60(γ 線)は、1次冷却材中の放射性核種の主

体が CP(腐食生成物)であることから、エネルギーが比較的高い Co60(ν 線 )

を線源 として試験を実施していることは妥当である。

実機プラン トにおける感知器の故障実績及び上記の試験結果から、γ線の影

響がある場所に設置するアナログ式の感知器は、約 100Gvの吸収線量で故障

すると判断した。

出典 :「 半導体部品を使用した火災感知器の耐放射線性能について」,TR10241,

能美防災 (株)平成 11年 2月

3

試験機器 光電アナログ式スポット型感知器

熱アナログ式スポント型感知器

試験条件 1,1時間あたり3X10‐ 4Gy/hの線量がある場所で、感知器が 40

年使用できるかを確認するために実験を行つた。

2.40年分の吸収線量は 105。 12Gyと なる。試験は短時間で行 う

ため、 105。 12Gyを 5時間 20分で照射 した。 このため、

19.71Gy/hと なる位置に感知器を設置した。

3.線源を Co60(γ 線)と し、10年相当の線量照射ごとに感知器

の作動を確認 した。

試験結果 1,10年、20年、30年相当の線量照射時の作動試験は正常であ

った。

2.40年相当の線量照射時、各感知器共故障した。

3.故障した部品はメモリ用 ICであり、吸収線量は 105.12Gyで

あった。



ハ.文献調査結果

半導体の放射線による故障は、第 3‐ 6‐2図 に示す トータル ドーズ効果又は第

3‐ 6‐3図に示すシングルイベン ト効果によるものであるが、原子力発電所の管

理区域のように主な放射線の線種がγ線の環境では、被ばく線量の増加に伴い

素子の特性が変化する トータル ドーズ効果による影響が支配的といえる。※1,2

Gate

正孔のホッどシゲ

第 362図  トータル ドーズ効果のメカニズム

過渡電流

過蔵電流

空芝旧

n襦 :

覇me

第 363図  シングルイベン ト効果による過渡電流発生メカニズム

γ線照射による トータル ドーズ効果の影響で、半導体デバイスは約 100Gyの

吸収線量で劣化が見られるとされている。※3第 3‐ 6‐ 4図の X軸は吸収線量を示

し、Y軸はスタンバイ電流を示 しており、約 10krad(=loOGy)か ら会々に電流

が増力日し、性能が劣化 していることを確認できる。
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第 3‐ 6‐4図 γ線照射結果による トータル ドーズ効果の影響

参考文献

※ 1:半導体デバイスに射する宇宙放射線照射効果 (2014年 :日 本信頼性学会誌 )

※ 2:放射線による半導体素子の劣化・故障 (2004年 :日 本信頼性学会誌 )

※ 3:RADFETに よる宇宙機環境における トータル ドーズ計測法 (2008年 :鹿児

島大学博士論文)

イ～ハで説明した過去の故障実績、当時の原因調査結果及び文献調査結果より、

アナログ式の感知器は、 1サイクルのプラン ト運転中に故障しないよう13ヶ 月で

100Gyを超えない場所に設置する必要があるため、感知器故障の観点から設置場所

に対する放射線量の閾値を 10mGyノh(<100Gy■ 365日 ■24h/日 ×12■ 13)と 設

定する。

なお、 1次冷却材中の放射性核種の主体がCP(腐食生成物)であり、エネルギー領

域が中程度 (0.1～数Mev)で あることから、実効線量/吸収線量≒1と して換算

でき、吸収線量 (Gy)≒ 実効線量 (Sv)と 考えることが可能である。
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(2)放射線量が高い場所に設置する火災感知器の選定

アナログ式の感知器は 10mGy/hを 超える場所では 1サイクルのプラント運転中

に故障すると考えられるため、放射線量が高い場所に設置する火災感知器として、

設置許可に記載のアナログ式でない火災感知器の中から具体的な火災感知器種類

を選定する。火災感知器種類の選定については、火災防護審査基準の要求事項を踏

まえて選定する。

イ。火災防護審査基準の要求事項

第 3‐ 6‐3表のとおり火災防護審査基準に基づき、火災感知器に対する要求事

項及び火災感知器種類の選定方法を整理する。

口.火災防護審査要求事項を踏まえた火災感知器の選定

アナログ式の感知器以外の火災感知器を抽出し、第 3‐ 6‐4表のとおり、火災

防護審査基準への適合性、火災感知設備の信頼性を基に各感知方式で使用する

火災感知器について評価する。

第 3‐ 6‐4表により放射線量が高い場所 (10mGy/hを 超える場所)に設置する

火災感知器の種類は、熱感知方式の 「アナログ式でない熱感知器」と煙感知方

式の 「空気吸引式の煙感知器」とする。なお、設置許可 (添付書類人)で原子

炉格納容器内ループ室等は 「アナログ式でない熱感知器」を設置する方針とし

ているため、「アナログ式でない熱感知器」の使用を優先する。

上記に加えて、エリア内の放射線量が低い場所 (10mGy/h以下の場所)に設

置する火災感知器の種類は、熱感知方式の 「アナログ式の熱感知器」と煙感知

方式の 「アナログ式の煙感知器」とする。

なお、第 3‐ 6‐4表の網羅性の確保ならびに関連項目のうち現場施工性 (網羅

性の確保に必要な施工の成立性)について、以下のとお り補足説明する。

以下の 5つの火災感知器について、干渉物が多い場所における感知性能 (技

術基準で要求されている網羅性)の確保に必要な配置設計及び施工の成立性を

検討 した。

1.光ファイバーケーブル

2.差動分布型熱感知器 (熱電対式、空気管式)

3.空気吸引式の煙感知器

4.光電分離型煙感知器 (非蓄積型 )

5.アナログ式でない炎感知器

検討の結果、第 3‐ 6‐ 5図の火災感知器配置イメージ、第 3‐ 6‐6図及び第 3‐ 6‐ 7

図の現場写真に示すように、 1～ 3の火災感知器は網羅性を確保するための現

場施工が困難であり、 4, 5の 火災感知器は配置設計が困難と判断し、個別エ

リアの状況を以下に示す。
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光ファイバーケーブル又は空気配管

感知都

支持金具

光電分離型熱感知器

天丼面から見た平面図

(1,光ファイバーケーブル、 2.差動分布型熱感知器、

3.空気吸引式の煙感知器の現場施工の例)

＼ 1
発光部

J

アナログ式でない炎感知器

断面図

(4.光電分離型熱感知器、 5.アナログ式でない炎感知器の配置設計の例 )

第 3‐ 6‐5図 火災感知器の設置イメージ
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第 3‐ 6‐6図 現場写真 (格納容器ループ室)

第 3‐ 6‐7図 現場写真 (炉内計装用シンブル配管室内)
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⑤化学体積制御設備脱塩塔バルブ室の干渉物について

化学体積制御設備脱塩塔バルブ室には照明及び照明用電線管が設置され、化学体積制

御設備脱塩塔の周囲には樹脂入日配管、樹脂出日配管、入 日配管、出日配管、逆洗水出

日配管が設置されている。また、高い放射線の影響を防止するため、使用済燃料ピット

脱塩塔の周 りは厚さ約 700～ 1300mmの コンクリー ト壁が設置されている。

当該部屋の干渉物は、コンクリー ト壁、照明及び照明用電線管、配管及び配管サポー

トが考えられ、これらが干渉物となる。

3‐ 6‐8

第 3‐ 6‐9図 化学体積制御設備脱塩塔照明配置図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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⑥使用済燃料ピント脱塩塔バルブ室の干渉物について

使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室には照明及び照明用電線管が設置され、使用済燃料

ピット脱塩塔の周囲には樹脂入日配管、樹脂出日配管、入日配管、出日配管、逆洗水出

日配管が設置されている。また、高い放射線の影響を防止するため、使用済燃料ピット

脱塩塔の周 りは厚さ約 700～ 1200mmの コンクリー ト壁が設置されている。

当該部屋の干渉物は、コンクリー ト壁、照明及び照明用電線管、配管及び配管サポー

トが考えられ、これらが干渉物となる。

第 3‐ 6‐ 10図 使用済燃料ピット脱塩塔周 り系統図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

3‐ 6‐ 11

10

ピント 明 図



⑨使用済樹脂貯蔵タンク室の干渉物について

使用済樹脂貯蔵タンクは、使用済樹脂の最終保管場所であり、使用済樹脂貯蔵タンク

室へのアクセスは上部エ リアの厚さ920mmの コンクリー ト蓋を開放 し、アクセスが必

要であるが、上部エ リアには、 ドラム缶を移動させる恒設のコンベア設備が設置されて

お り、室内へのアクセスは非常に困難である。

また、使用済樹脂貯蔵タンク室内には照明及び照明用電線管が設置され、使用済樹脂

貯蔵タンクの周囲には樹脂入日配管、洗浄水入日配管、水位計配管、オーバーフロー配

管、廃液戻 り配管、ベン ト配管が設置されている。また、高い放射線の影響を防止する

ため、使用済樹脂貯蔵タンクの周 りは厚さ約 800～ 1250mmの コンクリー ト壁が設置さ

れている。

当該部屋の干渉物は、コンベア設備、コンクリー ト蓋、コンクリー ト壁、照明及び照

明用電線管、配管及び配管サポー トが考えられ、これらが干渉物となる。

第 3‐ 6‐ 12図 コンクリー ト蓋断面
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

3‐ 6‐ 13図
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第 3‐ 6‐ 14図 使用済樹脂貯蔵タンク照明配置図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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⑩炉内計装用シンブル配管室の干渉物について

炉内計装用シンブル配管室にはシンブル配管、原子炉下部キャビティ水位計及び電

線管、炉内計装用シンブル配管室漏えい検出装置及び漏えい検出装置用電線管、照明及

び照明用電線管が設置されている。また、高い放射線の影響を防止するため、炉内計装

用シンブル配管室の周 りは厚さ約 700～ 1100mmの コンクリー ト壁が設置されている。

当該部屋の干渉物は、コンクリー ト壁、シンブル配管、各機器および各機器の電線管

が考えられ、これ らが干渉物となる。

第 3‐ 6‐ 15図  シンブル配管上面図及び断面図

第 3‐ 6‐ 16図 原子 キャビティ し

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

電線管ルー ト図

13

3‐ 6‐ 17 ルー ト図



第 3‐ 6‐ 18図 炉内計装用シンブル配管室照明配置図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 3‐ 6‐3表 火災防護審査基準の要求事項及び火災感知器の選定方法

火災防護審査基準 要求事項 火災感知器種類の選定方法

各火災区域における放射線、取付面

高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想 される火災の性質を考

慮 して型式を選定し、早期に火災を

感知できるよう固有の信号を発す

る異なる感知方式の感知器等 (感知

器及びこれ と同等の機能を有する

機器をいう。以下同じ。)をそれぞ

れ設置すること。また、その設置に

当たつては、感知器等の誤作動を防

止するための方策を講ずること。

火災の早期感知 (火

災の性質を考慮 した

異なる感知方式の組

合せ )

・環境条件の考慮 (放

射線、取付面高さ、

温度、湿度、空気流

等 )

・誤作動の防止

放射線量が高い場所で使

用可能な火災感知器 を抽

出し、感知方式 (熱、煙、

炎)毎に基準適合の観 J点か

ら最適な火災感知器 を選

定する。

・基準適合の観点では、環境

条件の考慮 (故障の防止、

感知性能の確保 )、 誤作動

の防止、網羅性の確保、重
源の確保、監視の 6項 目に

ついて評価する。

。その他、現場への適用性の

観点で、施工性を網羅性の

確保に含めて評価 し、火災

感知設備の信頼性を故障

の防止の関連項 目として

参考評価する。

感知器については消防法施行規貝1

(昭和 36年 自治省令第 6号)第 2

3条第 4項に従い、感知器 と同等の

機能を有する機器については同項

において求める火災区域内の感知

器の網羅性及び火災報知設備の感

知器及び発信機に係る技術上の規

格を定める省令 (昭和 56年 自治省

令第 17号)第 12条から第 18条

までに定める感知性能と同等以上

の方法により設置すること。

・ 消防法施行規則 で

求められる火災区域

内の火災感知器の網

羅性の確保

・消防法施行規則で求

められる感知性能の

確保 (乗境条件の考

慮に含まれる)

外部電源喪失時に機能を失わない

ように、電源を確保する設計である

こと。

・非常用電源の確保

中央制御室で適切に監視できる設

計であること。

。中央制御室での監視
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第 3‐ 6‐ 4表 アナログ式の感知器以外の火災感知器の比較評価

牌
①

炎で感知

アナログ式でない
炎感知器

×

高放射線による

電子部品故障

X

干 渉物 が多 い場 所 にお

け る感 知 性 能 の確 保 は

困難

O

×

干渉物が多い場所は、
網羅性を確保する感知
器配置設計が困難

○

○

×

設計困難により施工不

可

×

煙で感知

光電分離型煙感知器
(非蓄積型)

×

高放射線による

電子部品故障

×

干 渉物 が 多 い場 所 にお

ける感知性能の確保は
困難

○

×

干渉物が多い場所は、
網羅性を確保する感知
器配置設計が困難

〇

○

×

設計困難により施工不可

×

空気吸引式の
煙感知器

○

○

網羅性が確保できれば
感知性能の確保は可能

○

○

設計どおりに施工でき
れば網羅性の確保は可

能

○

○

△

網羅性を確保するため、
広範囲に耐震性を確保し
て支持金具設置、検出部
の敷設が必要で施工困難

△

(施 工可能な場合に限
る)

アナログ式でない煙
感知器 (スポント型)

×

高放射線による

電子部品故障

○

〇

○

○

○

○

×

熱で感知

差動分布型熱感知器
(熱電対式、空気管

式)

○

O
網羅性が確保できれば
感知性能の確保は可能

O

○

設計どおりに施工でき
れば網羅性の確保は可

能

○

○

△

網羅性を確保するため、
広範囲に耐震性を確保 し
て支持金具設詈は、検出部
の敷設が必要で施工困難

△

(施工可能な場合に限
る)

光ファイパー
ケーブル

O

○

網羅性が確保できれば
感知性能の確保は可能

○

O
設計どおりに施工でき
れば網羅性の確保は可

能

○

○

△

ケーブル トレイのように
感知範囲を限定できない
場所では、広範囲に支持
金具設置、ケーブル敷設

が必要で施工困難

△

(施 工可能な場合に限
る)

アナログ式でない熱
感知器 (ス ポント型)

○

○

O

O

O

○

○

○

異なる感知方式

火災感知器種類

放射線を考慮
(故障の防止)

農伊麗展F差景
流等を考慮 (感
知性能の確保)

誤作動の防止

網羅性の確保

電源の確保

監視

現場施工J陛

(網羅性の確保に必要な
施正の成立性)

各感知方式で使用する
火災感知器

環
境
条
件
の
考
慮

基
準
適
合
性

（消
防
法
施
行
規
則

へ
の
適
合
性
含
む
）

関
連
項
目

評

価



(3)放射線量が高い場所を含むエ リアにおける火災感知器の設置場所について

放射線量が高い場所を含むエ リアについて、火災防護審査基準に適合するため

の火災感知器の設置場所の条件と選定の考え方を整理する。

【火災防護審査基準】

2.基本事項

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び

火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽

減のそれぞれを考慮 した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成 し、維持するための安全機能を有する

構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置さ

れる火災区域

火災防護審査基準への適合性の観点から、火災感知器の設置場所の条件を以下

のとおり整理する。

> 原子炉の安全停止に必要な機器等が及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を有する機器等に対する火災の影響を限定する必要がある。

> 原子炉の安全停止に必要な機器等が設置されているエ リアは、火災区画内に

おいて火災の影響拡大を防止するため、火災発生を早期感知することが必須

である。

> 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等が設置されているエリア

は、火災区域内において火災の影響拡大を防止するため、エ リア外への火災延

焼の兆候を早期感知することが必須である。

> 安全機能を有する機器等が設置されていないエ リアについては、エ リア外の

安全機能を有する機器等への火災影響を防止するため、エ リア外への火災延

焼の兆候を早期感知することが必須である。

以上を踏まえて、火災感知器の設置場所を以下の考え方に基づき選定する。

イ.安全機能を有する機器等が設置され、かつ、火災により当該機能を喪失するお

それがあるエリア

> 安全機能を有する機器等が設置され、かつ、火災により当該機能を喪失す

るおそれがあるエ リアは火災防護審査基準の要求を直接受けるエ リアで

あり、火災影響分類Aと する。
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> エ リア内に原子炉の安全停止機能を有する機器等が設置され、かつ、火災

の影響により、安全停止に必要な機器等が機能喪失するおそれがあるエ ヅ

アは、エリア内の機器等への火災の影響を限定 し、火災を早期感知する観

点から異なる2種類の火災感知器を消防法施正規則又は同等以上の方法

で設置する。

> エ リア内に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等が設置さ

れ、かつ、火災の影響により放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する

機器等のバウンダリ機能を喪失するおそれがあるエ リアは、エリア内の機

器等への火災の影響を限定し、火災を早期感知する観点から異なる2種類

の火災感知器を消防法施行規則又は同等以上の方法で設置する。

口.安全機能を有する機器等がない、又は火災により当該機能を喪失するおそれが

ないエリア

> 安全機能を有する機器等がない、又は火災により当該機能を喪失するおそ

れがないエ リアは火災防護審査基準の要求を直接受けないが隣接エ ヅア

ヘの火災影響の考慮が必要なエリアであり、火災影響分類 Bと する。

> 安全機能を有する機器等がない、又は火災により当該機能を喪失するおそ

れがないエリアは、隣接エ リアヘの火災影響の拡大防止の観点から、異な

2種類の火災感知器を工夫 して設置する。

> 放射線量が低い場所に設置 し、消防法施行規則の設置方法に対応すること

とする。ただし、一部のエ リアについては、エ リア内全体の放射線量が高

いため、感知可能な場所に異なる 2種類の火災感知器を正夫して設置する。

以上の火災感知器の設置場所の条件と選定の考え方を第 3-併5表に示す。
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第 3併5表 火災感知器の設置場所の条件と選定の考え方

岸
Ｏ

④アナログ式の
煙慰畑器

④アナログ式の
煙慰畑器

(アナログ式で

なしヽ熱感知器
を優先使用 )

(アナログ式で

ない熱感知器
を優先使用)

0アナログ式の
熱懸知器

②空気吸引式の

煙慰知器

②空気吸引式の
煙懸畑器

⑤アナロク式で
ない熱ほ畑器

eアナログ式で
ない熱は知器

0アナロク式で
ない熱懸畑鶴

個別五リアに応した火災感畑器の組含せ及び設置方法を選定
(辞欄は次買で説明)

エリン内に異なる2
類通の火災感畑器を

消防法施行競則又
は同等以上の方法で

設置

rtlフ Ar聖 掛 ム つ

猛嵐の火災感知器を
消防法施骨競則又

で

設漕

通班列血|こ 異なる_2
題 じ)火螂 畑器を
消防法施符競則又

は同等以上の方法で

F堂鸞

漸に異なる2種類の

火災慰畑器を■夫し

て設置

Al

Aエ

BI

BI

I:
工リア内に放射線量

力塙 い場所と低い場

所がある場合

Ⅱ :

五リア内金動 放ヾ射

線量が高い場所J〕

場合頬

1:
五リア内に放射線量
が高い場所と低い場
所がある場合

工 :

とリア内全域が放射

線量が高い場所の

場合※

火災影響分類A:
エリア内 に安 全機 能

(原子炉の安全停止

機能、放射性物質の貯
蔵又は,ォ弓じ込め機能 )

を有する機器等が設置
され、かつ、火災により

当該機能を喪失するお
それがあるエリア

火災影響分類B:
エリア内に火災影響を

受ける
~女

全機能を有す
る機器等がない、又は

火災により当該機能を

喪失するおそイ1がないエ

リア

放射線量が高い場所を含も`エリアの分類

火災影書の観点   放射線量の観点

火災感知器の組合せ

放射線量が高い場所       放射線量が低い場所

熱思知方式   煙感知方式   熱感知方式   煙感知方式

火災感知器の

設芭場所エリア

分類



3‐ 6‐3 作業員の被ばくの考慮について

(1)「火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集回線量」に対す

る考慮事項

放射線の影響を受けにくいアナログ式でない熱感知器等の設置、もしくはアナ

ログ式の火災感知器を設置、消防設備の点検、ならびに火災感知器及び消防設備を

保修する際、作業員個人の被ばく及び作業員個人単位だけでなく作業に係る集団

線量 (総量管理)に留意する必要がある。

ハ.作業員の被ばく

放射線業務従事者の被ばく線量限度は、 「実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」において、100msv/5年 、

50mSv/年である。

電離放射線障害防止規則第 1条では、「事業者は、労働者が電離放射線を受蹴

ることをできるだけ少なくするよう努めなければならない。」としている。

「原子力施設における放射線業務及び緊急作業に係る安全衛生管理対策の強

化について」 (基発 0810第 1号、平成 24年 8月 )において、放射線業務従事者

の 1日 の実効線量が 1ミ リシーベル トを超えるおそれのある放射線業務 (作業)

は放射線作業届を労働基準監督署へ提出することが必要である。

二.集団線量

集団線量については、法令要求はないものの、電離放射線障害防止規則第 1

条より事業者 として可能な限 り被ばく線量を少なくするよう努める必要があ

る。また、2020年度より開始されている新検査制度において SDP評価の対象 と

なっている。 (放射線管理 トラブル時に、 3年平均で 1.07人・Sv以下でない

場合は「白」の判定)

集回線量を作業追力日により増加させないためには、可能な限り線量の低い箇

所に火災感知器及び消防設備を設置することが必要である。

放射線業務従事者の被ばく線量が線量限度を超えないよう、エリア境界部ヘ

の設置も考慮する。その上で、集団線量についても確認する。

(2)「火災感知器の設置等における作業員の被ばく及び作業に係る集団線量」につい

て

イ.作業員の個人被ばく線量

> 火災感知器の設置及び保守点検に伴 う放射線業務従事者の被ぼく線量が、

線量限度 (1 0 0mSv/5年、 5 0 mSv/年 )を満足すること。

> 電離放射線障害防止規則第 1条 「事業者は、労働者が電離放射線を受ける

ことをできるだけ少なくするよう努めなければならない。 」より、作業員
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の被ばく線量が可能な限り低くなるよう、火災感知器の設置エ リアを被ば

くの観点で選定する。

> 作業員の被ばくが l mSv/日 を超えないよう感知器の設置場所を選定す

る。

口.作業に係る集団線量

> 電離放射線障害防止規則第 1条 「事業者は、労働者が電離放射線を受ける

ことをできるだけ少なくするよう努めなければならない。 」より、被ばく

線量が可能な限り低くなるよう努める。

> 第 3‐ 6‐6表に示す至近の大飯発電所の年間線量及び定検線量 (いずれも集

回線量)は下表であり、定検線量と比較 して、火災感知器の設置及び保守

点検時の集回線量について、年間の集団線量を大きく増加 させないことを

確認する。

第 3‐ 6‐6表 大飯発電所の年間線量及び定検線量

参考データ 集団線量計 (人・msv)

2020年 大飯発電所年間線量(3号機 ) 糸9470

2020年 大飯発電所年間線量(4号機 ) 糸与440

3号機第17回定検 糸釘370

4号機第 17固定検 約 410

ハ 火災感知器の設置等における作業員の被ばく作業員の被ばくの確認結果

作業員の被ばく線量を評価 し、確認 した結果を第 3‐ 6‐ 7表に示す。

・放射線量率が高い場所を含む 11エ リアのうち、作業員被ばくの観点で工

夫が必要なエ リアがある。

・作業員被ばくの観′点で、設置および保守点検の作業では、運転中の格納容

器内に立ち入 らない。

・⑤化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、⑥使用済燃料ピント脱塩塔バルブ室、

⑨使用済樹脂貯蔵タンク室及び⑩炉内計装用シンブル配管室は火災感知器

の設置方法を工夫する必要がある。
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Ю

第 36-7表 作業員の被ばくの確認結果

枠 四みの範囲は機衝 に係 る事項ですので公 開す ることはできません。

説 明

被1永の観点で定検中に機器近傍に設置する。保守点検の
作業では、過度な被(氷奉仕の観点から運転中の格納容器
内に立ち入らない。
線量率により機器故障しない感知器を選定する。

問題なし

・樹鵬聴 源であり、脱塩塔設置エリア1ま常時線量率力塙 い。
・樹脂移送頻度が少なく (数年に1度 )、 室内で1協要なタ
イミシグで保修。点検ができない。樹脂移送等の工夫を実施し
たとしても、系統構成上線量率が大幅に下がること|よ無く菌難。
⇒ 火災慰知器の設置方法を正共

問題なし

高線量の使用済樹脂を貯蔵保管 (最終保管場P斤)しており、
室内は常時線量率力塙 い。
⇒ 火災感畑器の設置方法をI央

運転中の線量率が高いため、感知器種類の夢艮定が必要。線
源となる燃料を取出し後かつ検出器の位置により線量率tま低
下するため、作業正数が比較的少ないアナログ式でない熱感
知器は設置可能。
⇒煙慰知器の設置を工夫

線源となるドラム缶を移動させる等により、線量率を下ι文 、感
知器を設置する。

エリア
分類

AI

AI

Aと

BI

BⅡ

BI

BI

BI

BI

BⅡ

BI

五リア

Э原子炉格納容器テレー楚

②加圧器室

Э再生熱交換器室

Э水フィルタ室

③化学体積制往,設備脱塩塔バ
ルブ窒

③使用済燃料b小脱塩塔ノuレ
ブ室

②燃料移送奮室

③体積制御タンク室

◎使用済樹脂貯蔵タンク室

④炉内計装用シンカレ酉己管室
(格納容器内)

③B―廃棄物庫内のドラム缶貯蔵
五リア



3‐ 6‐4 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計について (ま とめ)

以下の(1)～ (2)で、放射線量が高い場所を含むエ リアの火災感知器設計の考慮事項

を説明し、放射線量が高い場所を含むエ リアの火災感知器設計フローを第 3‐ 6‐5図

、放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計結果を第 3‐ 6‐ 8表に示す

(1)放射線量が高い場所を含むエリアの定義

保安規定にて管理区域内の各エ リアを線量当量率が低い方から区分 1から3の

3段階で区分 してお り、プラン ト運転中において線量当量率が最も高い区分 3の

エジアを今回の設工認で放射線量が高い場所を含むエ リアに設定した。

(2)放射線量が高い場所を含むエ リアに設置する火災感知器の設置場所及び種類につ

いて

> エ リア内に安全機能 (原子炉の安全停止機能、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め

機能)を有する機器等が設置され、かつ、火災の影響により当該機能を喪失す

るおそれがあるエ リアは、エリア内機器近傍に「アナログ式でない熱感知器」

を設置 し、もう1種類の火災感知器として、10mGy/h以 下の場所 (エ ジア内

入 日付近)に 「アナログ式の煙感知器」を設置する方針とする。 (エ ジア内に

10mGy/h以下の場所がない場合、もう1種類は 「空気吸引式の煙感知器」と

なるが、該当エ リアなし)

> エ リア内に火災影響を受ける安全機能 (原子炉の安全停止機能、放射性物質の

貯蔵又は閉じ込め機能)を有する機器等がない、又は火災により当該機能を喪

失するおそれがないエ リアは、アナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感

知器を設置する。ただし、一部のエ リアについては、エリア内全体の放射線量

が高いため、感知可能な場所に異なる 2種類の火災感知器を工夫 して設置す

る。
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N

N

Y

Y

※と:保安規定で定める、プラント運転中において線量
当量率が最も高い区分3の工リアを旗射線量が
高い場所を含す)｀エリアとした。

※2:安全1造能とは、原子炉の安全停止に惑魏 機
能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を
いう。

※31安全機能の喪失とは、原子炉の安全停止機能
におしては正常に動作しない状態、旗射性物
質の貯蔵叉は閉じ込め機能においてはパウシゲ
リが搬損した状態をtヽう。

※4i放射孝晨最が低tヽ場所と|よ、プラント運転中におい
て10mGゾh以下の場所をtヽう。

②空気吸引式の煙懸畑器より施五性及び保守
管牽野l面で篠れた④アナログ式の煙感知器を採用

Ｎ
ふ

※ S，

，

Y

AH:
五リア内の放射線量が高い場所に
。③アナログ式でない熱憲知器
。②空気吸引式の煙懲畑器

を消llテ,法ち他行
^見

貝u文は同等以上の方法で設置

BI:
隣授工リアヘの火災影響の拡大を防止し、かつ、作業員の

被(よ線盪も低減できる放射線彙が低い場所に
・③アナロク式の熱愚畑器
。③アナロク式の煙懸畑器  を設置

8H:
個別エリアに応じた火災感畑器の組合せ及び設置方法な選定

を喪失米3す
災

安全機能米2を萄
機器等があるか?

放射線最が高い場所を含むとリアⅢl

消llデ,法施行規則に定めらイlたん法で

AI:
■リア肉の放射線量が高い場所に

・0アナロク式でない熟慇知器
エリア内の放射線量が低い場所に

。Oアナログ式の煙慰知器※S

を消防法施行規則億定められた方法で

エリヌ内に異なる2種類の火災感知器を
消防法施行規則又は同等以上の方法で設箇

AI、 AH

第 3‐ 6・ 8図 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計フロー



第 3-68表 放射線量が高い場所を含むエリアの火災感知器設計結果

Ｎ
９

五リヌ内の放射線最蝙 い場
所にO珈 2道で盈Щ隆簸
畑畳、エリア内の放射線量が
低い場所に④アナログ式の

煙憲畑器を,肖 防法施行規員J

に定められた,子,法 で設置

崎接エリアヘの火災詩響の拡
大を防止し、かつ、作業員の

様ぼく線量も低減できる放射
線量が低い場所に③_アナ団
ク式の熟懸畑避及び④アナ
ロク式の煙慰畑器を設置
※と1消 F,〕 法施行規則に定
められた方法で設置
※2:「③ B一 廃棄物 l車内
のドラム缶貯蔵工リアJは、設
置許司に記載のあるアすロゲ
式でなしヽ熱感知器 (R見設 )

に加え、アすログ式の煙感知
器を設置

Qェ連狂⑤、⑤は、ぬ賊捜量
が健く、必辺鍛題Ш雖鯉

'二所健冤なる2瀬理の火災懸

如善t工美して設置

エリア内に撮なる2租
類の火災感畑器t消
防法施行規則に建め
られた方溶`で設置

放射機置が低い場所

lt~農 なる2覆類の火
災感畑器奄設置

AI

Aと

AI

BI

BⅡ

B江

BI

BI

8H

BH

BI:卜 2

準弓

角
‐

為

持 1茉

無

無

衡 1`

+3｀ 1

無

無

有＼1

有

有

有

有

有

黒

為

熱

無

盤
小

無

有

有

有

盤
【

饉
小

笹
【

無

無

有

(資金停止機鶴 )

有

(安全停止機確 )

有

(安全停止機歯 )

無

無

無

無

無

有

(放射性詢質貯蔵・

田じ込め機鶴 )

無

有
(放射性鞠質貯蔵。

田じ込め機能)

③原子炉格納容器ルー
プ室

②カロ庄器室

⑤再生熱交換器室

0水フィルタ室

⑤化学14、積制御設備脱
塩塔パ,♭プ室

⑤便用済燃料ピット脱塩
塔バ)レノ室

②燃料移送管室

⑤体ネ貢制御タンク窒

③使用済樹胎貯蔵タンク
策

⑪炉内計装用シンフル配
奮室

③ B―廃棄物摩内のド
ラム缶貯蔵エリア

エリア内の火災の

影賀により安全

機能を喪失する
おそれの有無

隣接エリア

における安 放射線笠が低く

全機能を有 、火災感虹l司 館
する機器善 な場所の有無
の有無

屋準要求を踏まえた
火災慰畑器設計

火災感知器の

設置場所

エリア

分類

安全機能を有する
1機器書の有無

放射専象量が高い場所を

含むエリア



3‐ 6‐5 放射線量が高い場所を含むエ リアの火災感知器設計の詳細について

(1)原子炉格納容器ループ室

イ.秦境条件

ロ

ハ.選定理由

当該エ リアは、火災区画

設置する感知器

エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエ リア内入 日付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。

第 3併5-1-1図  原子炉格納容器ループ室の感知器配置図

の一部であり、エリア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である 1次冷却材高温側温度 (広域)検出器がある。火

災感知器の設置時及び保守点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安

全を重視 し、 1次冷却材高温側温度 (広域)検出器への火災の影響を限定する

ことを目的に、エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器 とエ リア内入

日付近の比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。なお、

アナログ式の感知器は、アナログ式でない感知器に比べ、その内部に半導体素

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 糸釘80

エ リア内機器 1次冷却材ポンプ、蒸気発

生器等

エ リア面積 (m2) 580
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子を使用 していることから、放射線の影響による感知器故障 ヅスクが高く誤作

動防止が困難であること及び短同期での取替が必要になる可能性が高いこと

から、アナログ式でない熱感知器を設置する設計とする。

このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対 し、ON‐OFF作動するが、

このエ リアはプラン ト通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が

火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度 (約 65℃以下)

でよりも高い設定温度で感知 し、作動するものを選定する。

力日えて、万一、水素が発生するような場合を考慮 し、防爆型とする。

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用 してお り、放射線

の影響 に よる感知器故障 リスクが高い ことか ら、エ リア内入 日付近の

10mGy/h以 下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。

火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等 として 1次冷却材高温側温度 (広域)検出器があり、この機器への

火災の影響を考慮 し、エジア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器とエ リ

ア内入 日付近の比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置す

る。

当該エ リア内で万一火災が発生 した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エリア内の火災の早期感知が可能で

あり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

している。

全域 として、第 11条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

H
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(2)加圧器室

イ.環境条件

ロ

ハ.選定理由

当該エリアは、火災区画

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 約 ■5

エ リア内機器 加圧器逃が し弁等

エ ジア面積 (m2) 23.5

設置する感知器

エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエ リア内入日付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。

第 3-併 5-2-1図  加圧器室の感知器配置図

一部であり、エ リア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である加圧器逃がし弁等がある。火災感知器の設置時及

び保守J点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安全を重視 し、加圧器

逃がし弁等への火災の影響を限定することを目的に、エ リア内の機器近傍にア

ナログ式でない熱感知器 とエ リア内入 口付近の比較的放射線量が低い場所に

アナログ式の煙感知器を設置する。なお、アナログ式の感知器は、アナログ式

でない感知器に比べ、その内部に半導体素子を使用 していることから、放射線

の影響による感知器故障 リスクが高く誤作動防止が困難であること及び短周

期での取替が必要になる可能性が高いことから、アナログ式でない熱感知器を

設置する設計とする。

このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対 し、ON‐OFF作動するが、

このエ リアはプラン ト通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

H
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火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度 (約 65℃以下)

でよりも高い設定温度で感知 し、作動するものを選定する。

加えて、万一、水素が発生するような場合を考慮 し、防爆型とする。

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用 しており、放射線

の影響による感知器 故障 ジスクが高い ことか ら、エ リア内入 日付近 の

10mGy/h以 下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。

二.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等として加圧器逃がし弁等があり、この機器への火災の影響を考慮 し、

エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器 とエ リア内入 日付近の比較

的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エ リア内の火災の早期感知が可能で

あり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

してヤヽる。

全域 として、第 11条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

―

H
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(3)再生熱交換器室

イ.環境条件

エリア内最大吸収線量率 (mGy/h) 100以上

エ リア内機器 再生熱交換器、照明

エ ジア面積 (m2) 26.5

口.設置する感知器

エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエ リア内入 日付近の

比較的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。

第 3-6-5-31図 再生熱交換器室の感知器配置図

ハ.選定理由

当該エリアは、火災区画 一部であり、エ ジア内には原子炉の安

全停止に必要な機器等である再生熱交換器がある。火災感知器の設置時及び保

守 J点検時に作業員の被ばくが懸念されるが、原子力安全を重視 し、再生熱交換

器への火災の影響を限定することを目的に、エ リア内の機器近傍にアナログ式

でない熱感知器及びエ リア内入日付近の比較的放射線量が低い場所にアナロ

グ式の煙感知器を設置する。なお、アナログ式の感知器は、アナログ式でない

感知器に比べ、その内部に半導体素子を使用 していることから、放射線の影響

による感知器故障 リスクが高く誤作動防止が困難であること及び短周期での

取替が必要になる可能性が高いことから、アナログ式でない熱感知器を設置す

る設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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このアナログ式でない熱感知器は、設定温度に対 し、ON‐OFF作動するが、

このエリアはプラン ト通常運転中に環境温度が高くなることから、熱感知器が

火災以外で誤作動することのないよう、運転中に想定される温度 (約 65℃以下)

でよりも高い設定温度で感知 し、作動するものを選定する。

力日えて、万一、水素が発生するような場合を考慮 し、防爆型とする。

また、アナログ式の煙感知器は、内部に半導体素子を使用 しており、放射線

の影響による感知器故障 ジスクが高い ことか ら、エ リア内入 日付近の

10mGy/h以 下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する設計とする。

二.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エ ジア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等として再生熱交換器があり、この機器への火災の影響を考慮 し、エ

リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器及びエ リア内入 口付近の比較

的放射線量が低い場所にアナログ式の煙感知器を設置する。

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式でない熱感知器にて、当該エ リア内の火災の早期感知が可能で

あり、火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

している。

全域として、第 ■ 条第 2頂 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 約 24

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器なし。) フィルタ、弁、照明

エ リア面積 (m2) 37.3

(4)水フィルタ室

イ.環境条件

ロ 設置する感知器

エ リア内入 日付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置する。

第 3-併5年 1図 水フィルタ室の感知器配置図

ハ.選定理由

当該エ リアは、火災区画 の一部である。エ リア内には安全停止に

必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観

点を考慮 し、エ リア内入日付近の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知

器及びアナログ式の煙感知器を設置する。

二.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エ リア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。

当該エ リアには、金属製であるフィルタ、弁、照明しかないため火災発生の

可能性は低いが、隣接エリアには火災防護上重要な機器等である余熱除去系統、

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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化学体積制御系統、原子炉補機冷却水系統、制御用空気系統等のケーブルが存

在する。

当該エ リア内で万一火災が発生した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器にて、当該エ リア内の火災の早期感知が可能であり、

火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

している。

全域として、第 ■ 条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(5)化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室

イ.環境条件 (BⅡ エ リアについては、火災荷重及び等価火災時間を追記 している。)

・化学体積制御設備脱塩塔バルブ室

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 糸勺230

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器なし。 ) 脱塩塔室 :脱塩塔、照明

バルブ室 :弁、照明

エ リア面積 (m2) 38。4(脱塩塔室+バルブ室 )

火災荷重 (MJ) 72.6(照 明 6台 )

等価火災時間 (h) 0.0017 (糸勺8s)

・使用済燃料ピント脱塩塔バルブ室

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 約 30

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器なし。) 脱塩塔室

バルブ室

脱塩塔、照明

弁、照明

エ リア面積 (m2) 23.2(脱塩塔室十バルブ室)

火災荷重 (M」 ) 86.3(照明 3台 )

等価火災時間 (h) 0.0021 (糸 96s)

ロ 開口部を考慮 した空気の流れ

放射線量が高い脱塩塔室は、第 3併トト1図に示す様に、バルブ室との境界

については点検用の開口部があり、脱塩塔室には排気用のダク トが設置されて

お り、入日扉からの空気が点検用の開口を通じて給気され、排気ダク トよリエ

ジア内の空気を補助建屋排気ファンにて排気 している。

第 36551図  化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピット

脱塩塔バルブ室の空気の流れ (平面図)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 併6卜51図 化学体積制御設備脱塩塔バルブ室、使用済燃料ピット

脱塩塔バルブ室の空気の流れ (断面図)

ハ.設置する感知器

バルブ室内については、比較的線量が低いため一般エリアと同様にアナログ

式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を設置する。

脱塩塔室内については、部屋内全域が放射線量の高い場所 となってお り、ア

ナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器の設置方法を工夫 し、部屋内の

換気による空気の気流を考慮することで放射線量が比較的線量が低い排気ダ

ク ト内に設置する。

配置の詳細については、第 3併5卜2図に示す。

第 36552図  化学体積制御設備脱塩塔バルブ室及び使用済燃料 ピット脱塩塔

バルブ室の感知器配置図 (バルブ室)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 折併卜2図 化学体積制御設備脱塩塔バルブ室及び使用済燃料ピント脱塩塔

バルブ室の感知器配置図 (脱塩塔室)

二.選定理由

バルブ室内については、火災区画 の一部であり、エ リア内には安

全停止に必要な機器等はなく、比較的線量が低いため一般エジアと同様にアナ

ログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を選定する。

脱塩塔室内については、バルブ室内と同様に火災区画I    Iの一部であ

り、エリア内には安全停止に必要な機器等もないが、部屋全域が線量の高いエ

リアとなっていることから、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低

減の観点を考慮 し、設置方法を工夫 した上でアナログ式の熱感知器及びアナロ

グ式の煙感知器を選定する。

ホ.工夫 して設置する火災感知器の感知性能

当該エ リア (脱塩塔室)内 での火災の発生を想定すると、エ リア内の火災で

発生 した煙や熱は上方向に上昇 し天丼面に蓄積されるc垂直方向の煙の速度は

3～5m/s程度であり、エリアの高さ 8.5mよ り、数秒で煙、熱が天丼面に到達

し、充満することが予想される。当該エ リアは、口項で記載 した開口部以外は

コンクリー ト壁で囲まれた空間であり、また、ダク トヘ向かう空気の流れも考

慮すると天丼付近に設置された排気ダク ト内はエ リア内と時間遅れなく同雰

囲気になることが推定できる。第 3併553図 に火災発生時の空気の流れ (想

定)を示す。

以上より、排気ダク ト内に感知器を設置することにより、エ リア内に一般エ

リア同様の消防法通 り設置 した場合 と同等の感知性能が期待できるものと考

える。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 36553図  化学体積制御設備脱塩塔バルブ室及び使用済燃料ピント脱塩

塔バルブ室のうち脱塩塔室内での火災発生時の空気の流れ

へ.火災発生時の影響及び対応

火災区画 である当該エ リア内 (脱塩塔室・バルブ室)には、

原子炉の安全停止に必要な機器等はない。

当該エ リア内には、金属製である脱塩塔、弁、照明しかないため火災荷重も

低く、等価火災時間 (化学体積制御設備脱塩塔バルブ室等価火災時間 :8秒、

使用済燃料ピット脱塩塔バルブ室 :6秒 )と 火災発生及び延焼の可能性は低い。

隣接エ リアには火災防護上重要な機器等である余熱除去系統、化学体積制御

系統、原子炉補機冷却水系統、制御用空気系統等のケーブルが存在する。

その上で、当該エリア内で万一火災が発生した場合には、バルブ室について

は、比較的線量が低いため、一般エ リアと同様のアナログ式の熱感知器及びア

ナログ式の煙感知器を設置することで火災を早期に感知をし、また、脱塩塔室

については、床面、壁、天丼がコンクリー ト壁で仕切 られている状況を踏また

ホ項の評価に基づき、放射線量が比較的線量が低い排気ダク ト内にアナログ式

の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を設置することで火災を早期に感知 し、

火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

卜.技術基準規則への適合について

火災区 全域として、第 ■ 条第 2頂 (火災の早期感知)へ適合

している。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(6)燃料移送管室

イ.秦境条件

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 100以 上

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器なし。) 配管、照明

エ リア面積 (m2) 6.4

口。設置する感知器

エ リア内の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びアナログ式

の煙感知器を設置する。

第 36561図  燃料移送管室の感知器配置図

ハ。選定理由

当該エ リアは、火災区画 の一部である。エ リア内には安全停止

に必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の

観点を考慮 し、エリア内の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及び

アナログ式の煙感知器を設置する。

二.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。

当該エ リアには、配管及び照明しかないため火災発生の可能性は低いが、隣

接エ リアには火災防護上重要な機器等である 1次冷却材ポンプ封水注入ライ

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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ン格納容器隔離弁、充てんライン格納容器隔離弁、制御用空気供給母管圧力伝

送器 (Ⅲ )、 格納容器圧力(広域)伝送器(I)等の機器、並びに 1次冷却系、高圧注

入系、余熱除去系統、プロセス監視計器等のケーブルが存在する。

当該エリア内で万一火災が発生 した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器にて、当該エ リア内の火災の早期感知が可能であり、

火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

している。

全域 として、第 11条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(7)体積制御タンク室

イ.環境条件

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 約 ■7

エ リア内機器 (安全F幾能を持つ機器なし。 ) 体積制御タンク、照明

エ リア面積 (m2) 39.2

口.設置する感知器

エ リア内の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びアナログ式

の煙感知器を設置する。

3-6-5-7-1 ン

ハ.選定理由

当該エリアは、火災区画 の一部である。エ ジア内には安全停止

に必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の

観点を考慮 し、エ リア内の比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及び

アナログ式の煙感知器を設置する。

二.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に

必要な機器等はない。

当該エリアには、金属製である体積制御タンク及び照明しかないため火災発

生の可能性は低いが、隣接エ リアには火災防護上重要な機器等であるほう酸タ

ンク水位伝送器、体積制御タンク出口第 1止め弁、ほう酸タンク入口弁、緊急

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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ほう酸注入ライン補給弁等の機器、並びに補助給水系統、化学体積制御系統、

余熱除去系統、主蒸気系統等のケーブルが存在する。

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エ リア内のアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器にて、当該エリア内の火災の早期感知が可能であり、

火災の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区画

している。

全域として、第 ■ 条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(8)使用済樹脂貯蔵タンク室

イ.環境条件 (BⅡ エリアについては、火災荷重及び等価火災時間を追記している。)

エリア内最大吸収線量率 (mGy/h) 100以上

エリア内機器 (安全機能を持つ機器なし。 ) 使用済樹脂貯蔵タンク、照明

エリア面積 (m2) 32.2× 2

火災荷重 (M」 ) 26.2(照明 2台 )

等価火災時間 (h) 約 0.001以 下  (1.62s)

ロ 開日部を考慮 した空気の流れ

放射線量が高い使用済樹脂貯蔵タンク室は、第 36581図 に示すとおり当

該エ リアの上部に開口部があり、開日部にはコンクリー ト蓋を設置している。

この蓋の隙間より空気を給気 し、排気ダク トより空気を補助建屋排気ファンに

て,F気 している。

第 36581図  使用済樹脂貯蔵タンク室の空気の流れ (平面図)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 3-併5-81図  使用済樹脂貯蔵タンク室の空気の流れ (断面図)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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ハ.設置する感知器

使用済樹脂貯蔵タンク室については、室内全域が放射線量の高い場所となつ

ており、アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器の設置方法を工夫 し、

部屋内の換気による空気の気流を考慮することで比較的線量が低い排気ダク

ト内に設置する。 (配置の詳細については第 36582図 参照)

第 36582図  使用済樹脂貯蔵タンク室の感知器配置図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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二.選定理由

当該エ ジアは、火災区画 の一部であり、エリア内には安全停止に

必要な機器等もないが、部屋全域が線量の高いエ リアとなっていることから、

設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観点を考慮 し、設置方法

を工夫 した上でアナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を選定する。

なお、給気日となる当該エ リア上部のコンクリー ト蓋の隙間及びりF気ダク ト

以外には開口部は存在 しない。

ホ.工夫 して設置する火災感知器への感知性能

当該エ リア内での火災の発生を想定すると、エ リア内の火災で発生 した煙や

熱は上方向に上昇 し天丼面に蓄積 される。垂直方向の煙の速度は 3～5m/s程度

であり、エ リアの高さ 8.lmよ り、数秒で煙、熱が天丼面に到達し、充満する

ことが予想 される。当該エ リアはコンクリー ト壁で閉鎖された空間であり、ま

たダク トヘ向かう空気の流れも考慮すると天丼付近に設置された排気ダク ト

内は時間遅れなくエリア内と同雰囲気になることが推定できる。第 3-6-584

図に火災発生時の空気の流れ (想定)を示す。

以上より、排気ダク ト内に感知器を設置することにより、エ リア内に一般

エ リア同様の消防法通 り設置 した場合 と同等の感知性能が期待できるものと

考える。

自I躍断霞i顔 :4(,2rn2
(D57rnx‖ 81m)

火災発生 (OI少 ) 大ナキ面創遼 (芝 フ1夕 ) 火災盛知 (34朗夢)

81m

静
螂””卵

煙越 1996、

熟6瑚 上を飯定

第 36584図  使用済樹月旨貯蔵タンク室での火災発生時の空気の流れ

火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エ リアとその隣接するエ リアには、原

子炉の安全停止に必要な機器等はない。

当該エ リアには、金属製の使用済樹脂貯蔵タンク (使用済樹脂はタンク内に

おいて水に浸かつた状態で保管されているため、発火源になることはない)及

び照明しかないため火災荷重も低く、等価火災時間も 1.62秒 と火災発生及び

延焼の可能性は低い。

隣接エ リアには火災防護上重要な機器等であるほう酸タンク水位伝送器、体

積制御タンク出口第 1止め弁、ほう酸タンク入口弁、緊急ほう酸注入ライン補

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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給弁等の機器、並びに補助給水系統、化学体積制御系統、余熱除去系統、主蒸

気系統等のケーブルが存在する。

また、当該エリアヘのアクセスは、上階からコンクリー ト蓋部を開けてエ リ

ア内に立ち入るルー トしかないが、コンクリー ト蓋の上部には ドラム缶輸送用

レールがあり、当該エリア内に容易に立ち入ることができない構造となってい

ることから、エリア内に可燃物等の持ち込みはない。

当該エ リア内で万一火災が発生した場合には、エ リアは床面、壁、天丼をコ

ンクリー ト壁で仕切 られてお り、火災の影響はエ リア内に限定され、排気ダク

トに設置するナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器により火災感知

が可能である。このため、当直員が当該エリアの火災を早期に感知 し、火災の

状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

卜.技術基準規貝1への適合について

火災区画

している。

全域として、第 11条第 2項 (火災の早期感知)へ適合

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(9)炉内計装用シンブル配管室

イ.環境条件 (BⅡ エジアについては、火災荷重及び等価火災時間を追記している。)

エ リア内最大吸収線量率 (mGy/h) 100以上

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器な

し。 )

シンブルチューブ、水位計、漏えい検

出装置、照明

エ リア面積 (m2) 81.4

火災荷重 (M」 ) 162.6(恒設機器、照明 6台 )

等価火災時間 (h) 0.003 (糸釘lls)

口。開日部を考慮 した空気の流れ

当該エリアの上部に設置された原子炉容器冷却ファンにて、エリア外の空気

を炉内計装用シンブル配管室に給気 し、原子炉容器下部を冷却後に、以下の 2

つのルー トに分かれる。

第 3‐ 6‐ 5‐ 9‐ 1図に空気の流れを示す。

① 原子炉キャビティシール リングから原子炉キャビティヘ (炉内計装用シンブル

配管室の冷却風量の約 20%)

② 原子炉サポー トクーラを通つてRCS配 管貫通部からループ室へ (炉内計装用

シンブル配管室の冷却風量の約 80%)

3‐ 6‐ 5‐ 9‐ 1 シ の の

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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ハ.設置する感知器

炉内シンブル配管室は、部屋内ほぼ全域が放射線量の高い場所 となつてお り、

アナログ式でない熱感知器を設置 し、炉内シンブル配管室入日付近は、比較的

線量が低いため、アナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を設置する。

上記の設置に加えて、空気の流れを考慮 し、ループ室内の比較的線量の低い

場所にアナログ式の煙感知器を設置する。 (配置の詳細については、第 3-6-ト

92図、第 3-6-5-併 3図参照)

第 36592図  炉内計装用シンブル配管室の感知器配置図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 3-6-卜9-3図 ループ室の感知器配置図

ハ.選定理由

当該エリアは、火災区画 の一部である。エ リア内には安全停止に

必要な機器等はなく、設置時、点検時及び保修時に係る作業員被ばく低減の観

点を考慮 し、エ リア内にアナログ式でない熱感知器を設置 し、入 日付近の比較

的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を選定

する。

上記に加えて、空気の流れを考慮 して、ループ室内の線量の低い場所にアナ

ログ式の煙感知器を選定する。

なお、空気吸引式の煙感知器は、網羅性の確保と、耐震性を考慮 した施工に

より相当の作業員 と時間を要するため、放射線量の高い場所への適用は、被ば

く管理の観点から望ましくない。

二.設置方法を工夫 して設置する火災感知器の感知性能

炉内計装用シンブル配管室にて、火災の発生を想定すると、エ リア内の火災

で発生した煙は上方向に上昇 し天丼面に蓄積されると共に、原子炉容器冷却フ

ァンの空気の流れにより、原子炉容器下部から、原子炉サポー トクーラを通つ

てRCS配 管貫通部からループ室へ到達することにより約 30秒で火災感知す

ることが可能である。第 3-併5-9-4図に火災発生時の煙の流れを示す、

以上より、ループ室に設置 したアナログ式の煙感知器により、エ リア内で発

生 した火災感知が期待できるものと考える。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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第 3-併594図 炉内計装用シンブル配管室の火災発生時の空気の流れ

ホ.火災発生時の影響及び対応

火災区画 の一部である当該エリア内には、原子炉の安全停止に必

要な機器等はない。

当該エリアには、金属製のシンブルチューブ、水位計、漏えい検出装置及び

照明しかないため、火災発生の可能性は低い。

隣接エリアには火災防護上重要な機器等である余熱除去ポンプ Bループ高

温側入口止め弁、格納容器内耐震 Bク ラス制御用空気母管供給止め弁、出力領

域検出器アセンブジ、ループ 1次冷却材流量伝送器、蒸気発生器水位 (狭域 )

伝送器等の機器、並びに 1次冷却系、高圧注入系統、余熱除去系統、プロセス

監視計器等のケーブルが存在する。

当該エリア内で万一火災が発生した場合、エ リア内にアナログ式でない熱感

知器を設置し、入 日付近で比較的線量が低い場所にアナログ式の熱感知器及び

アナログ式の煙感知器を設置 し、加えて、空気の流れを考慮して、アレープ室内

の線量の低い場所にアナログ式の煙感知器にて、エ リア内の火災感知が可能で

あり、当直員が当該エ ジアからエ リア外への火災の影響を早期に感知 し、火災

の状況確認及び初期消火活動を実施することが可能となる。

技術基準規則への適合について

火災区画

ている。

全域 として、第 ■ 条第 2項 (火災の早期感知)へ適合 し

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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(10)B‐廃棄物庫の一部の ドラム缶貯蔵エ リア

イ.環境条件

エリア内最大吸収線量率 (mGy/h) 約 1

エ リア内機器 (安全機能を持つ機器な

し。放射性物質閉じ込め機能としては

B‐廃棄物庫が機器 リス トに選定済)

ドラム缶、照明

エ リア面積 (m2) 565。 2

口.設置する感知器

エ リア内の機器近傍にアナログ式でない熱感知器 (新規制基準対応工事にて

設置済)及びアナログ式の煙感知器を設置する。

第 365101図  B‐廃棄物庫の感知器西己置図

ハ。選定理由

当該の放射線量が高い場所を含むエリアは、火災区域 の一部

である。アナログ式の感知器はその内部に半導体素子を使用 していることから、

放射線の影響による感知器故障が想定され、誤作動を防止することから、エ リ

ア内の機器近傍に設置する感知器は、アナログ式でない熱感知器を選定する。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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なお、エリア内に原子炉の安全停止に必要な機器等はないが、新規制基準対

応工事にてエリア内にアナログ式でない熱感知器を設置済である。

また、エリア内の 10mGy/h以 下の場所にアナログ式の煙感知器を設置する

設計とする。

二.火災発生時の影響及び対応

当該エリアに設置される ドラム缶は放射性物質が内包されており、放射性物

質閉じ込め機能としては B‐廃棄物庫として期待 している。

当該エジア内には、 ドラム缶と照明のみ設置されてお り、火災発生の可能性

は低いが、万が一当該エ ジア内にて火災が発生 した場合には、梁毎に設置 した

アナログ式でない熱感知器で火災を早期に検知 し、当直員が現場にて、火災の

状況の確認及び初期消火活動を実施する。

なお、B‐廃棄物庫は 3時間耐火壁にて囲われた施設であり、隣接エリアにも

原子炉の安全停上に必要な機器等もないことから、当該エリア内で万一火災が

発生した場合でも、エ リア内のアナログ式でない熱感知器及びアナログ式の煙

感知器等にて、エ リア内の火災感知が可能であり、当直員が当該エリアからエ

リア外への火災の影響を早期に感知し、火災の状況確認及び初期消火活動を実

施することが可能となる。

ホ.技術基準規則への適合について

火災区域 全域として、第 ■ 条第 2頂 (火災の早期感知)ヘ

適合 している。

以 上

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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